
マイナンバーカード 代理受取 の 持ち物 

  15 歳未満の方 

  法定代理人（親権者、未成年後見人） 

★申請者が、15 歳未満の方の場合、そのご本人と法定代理人（親権者、未成年後見人）が一緒に窓口

にお出でいただく必要があります。しかし、申請者ご本人が窓口にお越しになれない場合、法定代

理人の方が、代理でカードを受け取る必要があります。 

★代理受取の場合は、申請者本人が窓口にいらっしゃる場合よりも、多くの書類が必要です。また、

15 歳未満の方には、原則、署名用電子証明書は発行しておりませんが、署名用電子証明書の発行を

希望する場合は、本人の同行が必要です。 

チェック欄 持ち物 （原本に限ります。コピー不可） 

 
交付通知書（はがき） 

◎裏面の回答書に、法定代理人が申請者本人の住所・氏名を記入ください。【次ページ参照】 

 通知カード（お持ちの方のみ） 

 

申請者本人の本人確認書類（１～15 歳未満の方は顔写真付きが必須） 

（ウェブページに掲載の「本人確認書類一覧」と併せてご確認いただき、次のいずれか

の書類を持参ください。申請者本人の年齢等により異なりますのでご注意ください） 

１歳以上 15 歳未満 

※申請時点で１歳未満だった場合は右表 

１歳未満（顔写真無マイナンバーカード）

※受取時に１歳を迎えた場合も含む 

・Ａ区分から２点 

・Ａ区分、Ｂ区分から各１点（計２点） 

・Ｂ区分から３点（うち顔写真付きを１点以上） 

・法定代理人による顔写真証明書（※）とＢ区

分から２点（計３点） 

・Ａ区分から２点 

・Ａ区分、Ｂ区分から各１点（計２点） 

・Ｂ区分から２点 

・法定代理人による顔写真証明書（※）とＡ

区分又はＢ区分から１点(計２点) 

※法定代理人による顔写真証明書とは、所定の様式に申請者ご本人の顔写真を貼付し、法定代理人が署名

をすることで本人確認書類の一つとするものです。 

 

法定代理人（親権者、未成年後見人）の本人確認書類（顔写真付きが必須） 
①、②のいずれかの書類をお持ちください。 

①Ａ区分から２点 

②Ａ区分、Ｂ区分から各１点（計２点） 

 

申請者本人と法定代理人の関係を証明する書類 
・日本国籍の方：戸籍全部事項証明書 

※カード受取場所が区役所で、かつ本籍地が横浜市内の場合は不要 

・外国籍の方 ：出生証明書及びその訳文 

 元々のマイナンバーカード（更新・再交付でお持ちの方） 

横浜市マイナンバーカード専用ダイヤル 電話：0120-321-590 ファクス：045-350-8484 

 平日：8:30～20:00 土日祝：9:00～17:30 

(ケースにより、お住まい区の区役所戸籍課に問合せをお願いする場合があります)   

申請者本人は 

窓口に来る方は 

※通知カードを自宅以外で紛失された場合は、警察署で遺失物の届出の上、遺失

物届出受理の控えをご持参ください。また、窓口で紛失届の記入が必要です。 



交付通知書（はがき裏面）の書き方見本 

  15 歳未満の方 

  法定代理人（親権者、未成年後見人） 

※すべて法定代理人の方が、ご記入ください。 

自署していれば押印は不要です。 
 

 

 

記入部分 
同じご住所にお住まいの

場合は、法定代理人の住所

の記載は不要です。 

申請者本人は 

窓口に来る方は 



【未成年者・成年被後見人の方の証明書】                              別紙様式 
（未成年者・成年被後見人の方） 

 

個人番号カード顔写真証明書 

 
横浜市      区長 

令和  年  月  日    

 

（申請者本人） 

氏 名  

住 所 横浜市      区 

生 年 月 日 Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ       年    月    日 

 
注意：貼付された写真が不鮮明、背景により顔の輪郭が同化、帽子・サングラス・マスクなどにより個人識別が容易でない等により、マイナンバーカードの顔写真と

申請者本人の同一性が確認できない場合は、マイナンバーカードを交付することができない場合があります。 

 

私は、上記個人番号カード交付申請者が、貼付した写真の者と同一人物であることを証明します。 

（法定代理人記載欄） 

氏 名 
※署名してください。 

本人との関係  

電 話 番 号  

 

 

 

申請者本人の 

顔写真貼付欄 

 

・最近 6ヶ月以内に

撮影、正面、無帽、

無背景、鮮明、写真

印刷専用紙で印刷し

たもの 


